
【調布市の台風対応の基本】 

 

１ 休校の判断 

・午前７時の時点において、調布市に「警戒レベル４相当の危険警報が1つ以上」又は「警戒レベル

３相当の警報が３つ以上」発令されている場合は休校とします。 

それ以下の場合は、状況により判断し、お知らせいたします。 

 

２ 家庭の判断で登校を取り止める又は遅らせる場合 

・調布市内で警報が発令されていない場合でも、通学路の状況等により、十分な安全を確保すること

が困難な場合は、各家庭の判断で登校を取り止めていただいて構いません。その場合、欠席扱いには

いたしません。 

・欠席及び登校を遅らせる場合は、学校に必ず「欠席メール」で連絡してください。 


